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5. 環境影響要因、環境影響評価の項目及び調査・予測・評価の手法 
5.1 環境影響の要因 

堺市が定める「環境影響評価技術指針」（令和 3年 2 月）に基づき、本事業に係る「工事の実

施」、本事業に係る工事が完了した後の「施設の存在」と「施設の供用」について、事業特性や

地域特性を踏まえて環境影響要因を表 5.1-1 のように抽出した。 

なお、配慮計画審査書に記載された意見(表 6.2-2 を参照)を踏まえ、船舶輸送に伴う環境影

響要因についても検討を行った。 

表 5.1-1 環境影響要因の内容 

区分 環境影響要因 環境影響要因の内容 

工事の実施 造成・解体等施

工の影響 

建設機械の稼働 

工事用車両の走

行 

・建設機械の稼働、工事用車両の走行に伴い大気汚染物質が発

生する。 

・建設機械の稼働、工事用車両の走行に伴い騒音及び振動が発

生する。 

・造成等の工事に伴う掘削において、汚染土壌や水質汚濁の発

生、海域生態系への影響が生じるおそれがある。 

・建設機械の稼働により、現況の陸域生態系に影響を与えるお

それがある。 

・建設機械の稼働、工事用車両の走行により、人と自然との触

れ合い活動の場に影響を与えるおそれがある。 

・建設機械の稼働、工事用車両の走行に伴い二酸化炭素が発生

する。 

・造成等の工事、解体工事において、産業廃棄物や残土が発生

する。 

・工事用車両の走行による交通量の増加が、交通安全に影響を

与えるおそれがある。 

施設の存在 施設の存在 ・施設の存在により、現況の陸域生態系に影響を与えるおそれ

がある。 

施設の供用 施設の供用 

（施設利用車両

の走行等） 

・施設の供用に伴い、事業計画地にアクセスする施設利用車両

等及び事業計画地内を走行する施設利用車両から大気汚染

物質が発生する。 

・施設の供用に伴い、事業計画地にアクセスする施設利用車両

及び事業計画地内を走行する施設利用車両から騒音及び振

動が発生する。 

・施設の供用に伴い、照明や看板等による光害が発生するおそ

れがある。 

・施設の供用時の照明より、陸域生態系への影響が生じるおそ

れがある。 

・施設の供用により、人と自然との触れ合い活動の場の利用や

アクセス性に影響を与えるおそれがある。 

・施設利用車両の走行等に伴い、二酸化炭素が発生する。 

・施設利用車両による交通量の増加が、交通安全に影響を与え

るおそれがある。 

施設の供用 

（休憩所・待合

所の利用） 

・施設の供用（休憩所・待合所の利用）に伴い、し尿等の廃棄

物等が発生する。 
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5.2 環境影響評価項目の選定 

事業特性及び地域特性を勘案して抽出した環境影響要因について、「環境影響評価技術指針」

（令和 3年 2 月）に基づき環境影響評価項目を選定した結果を表 5.2-1～表 5.2-5 に示す。 

表 5.2-1 環境影響評価項目の選定結果(1/5) 

環境要素 環境影響要因 

選定する理由 

選定しない理由 項目 細区分 

工
事
の
実
施 

施
設
の
存
在 

施
設
の
供
用 

造
成
・
解
体
等
施
工
の
影
響

工
事
用
車
両
の
走
行 

建
設
機
械
の
稼
働 

施
設
の
存
在 

︵
施
設
利
⽤
⾞
両
の
⾛
⾏
等
︶

施
設
の
供
用 

 

大気質 

窒素酸化物  ○ ○  ○ 建設機械の稼働、工事用車両の走行、施設の供用

（施設利用車両の走行等）に伴い発生する排出ガ

スの影響が考えられることから、環境影響評価項

目として選定する。 

浮遊粒子状

物質 
 ○ ○  ○ 

二酸化硫黄     △ 

民間事業による会場までの船舶輸送が検討されて

おり、船舶の動力・規模によっては二酸化硫黄の

影響が考えられるため、環境影響評価項目（参考）

として選定する。 

水質・底質  △     

工事中の排水については、工事用地内に処理施設

を設け処理水を放流するため、公共用水域への影

響はないと考えられる。なお、施設の供用に伴い

し尿等が発生するが、汲み取り式等のトイレの設

置により適正に処理するため、影響はないと考え

られる。ただし、民間事業による会場までの船舶

輸送が検討されており、船着場の規模や構造によ

っては工事中の濁りによる影響が考えらえるた

め、環境影響評価項目（参考）として選定する。

地下水       

工事の実施、施設の供用（施設利用車両の走行）

において地下水汚染の原因となる有害物質の使用

がないことから、環境影響評価項目として選定し

ない。 

騒音 騒音  ○ ○  ○ 

建設機械の稼働、工事用車両の走行、施設の供用

（施設利用車両の走行）に伴い発生する騒音の影

響が考えられることから、環境影響評価項目とし

て選定する。 

振動 振動  ○ ○  ○ 

建設機械の稼働、工事用車両の走行、施設の供用

（施設利用車両の走行）に伴い発生する振動の影

響が考えられることから、環境影響評価項目とし

て選定する。 

○：環境影響評価項目として選定  △：環境影響評価項目（参考）として選定 
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表 5.2-2 環境影響評価項目の選定結果(2/5) 

環境要素 環境影響要因 

選定する理由 

選定しない理由 項目 細区分 

工
事
の
実
施 

施
設
の
存
在 

施
設
の
供
用 

造
成
・
解
体
等
施
工
の
影
響

工
事
用
車
両
の
走
行 

建
設
機
械
の
稼
働 

施
設
の
存
在 

︵
施
設
利
⽤
⾞
両
の
⾛
⾏
等
︶

施
設
の
供
用 

低周波音 低周波音      

大きな低周波音を発生させる建設機械の使用、施

設の存在がないことから、環境影響評価項目とし

て選定しない。 

悪臭       

工事の実施、施設の供用において、悪臭を発生さ

せる要因はないことから、環境影響評価項目とし

て選定しない。 

地盤沈下 地盤沈下      

地下水位の低下による地盤沈下が生じるような行

為はないことから、環境影響評価項目として選定

しない。 

土壌汚染 土壌汚染 ○     

事業計画地周辺で土壌汚染が確認されており、工

事に伴う掘削により汚染土壌が発生するおそれが

あるため、環境影響評価項目として選定する。 

日照阻害 日照阻害      
日照阻害が生じる高層建築物の計画はないことか

ら、環境影響評価項目として選定しない。 

電波障害 電波障害      
電波障害が生じる高層建築物の計画や行為はない

ことから、環境影響評価項目として選定しない。

風害 風害      

高層建築物の計画及び大規模な地形の改変を行わ

ないことから、環境影響評価項目として選定しな

い。 

光害 光害     ○ 

施設の供用に伴い施設照明や光漏れによる影響が

考えられるため、環境影響評価項目として選定す

る。 

○：環境影響評価項目として選定  △：環境影響評価項目（参考）として選定 
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表 5.2-3 環境影響評価項目の選定結果(3/5) 

環境要素 環境影響要因 

選定する理由 

選定しない理由 項目 細区分 

工
事
の
実
施 

施
設
の
存
在 

施
設
の
供
用 

造
成
・
解
体
等
施
工
の
影
響

工
事
用
車
両
の
走
行 

建
設
機
械
の
稼
働 

施
設
の
存
在 

︵
施
設
利
⽤
⾞
両
の
⾛
⾏
等
︶

施
設
の
供
用 

コミュニ

ティの分

断・変化 

コミュニテ

ィの分断・

変化 

     

事業計画地は国有地と未利用地（一部工事ヤード）

であり、地域を分断するような計画でないことか

ら、環境影響評価項目として選定しない。 

気象 

風向・風速      

高層建築物など、風向・風速に影響を与える施設

等はないことから、環境影響評価項目として選定

しない。 

気温      

広大な地表面の被覆や大規模な熱源の存在など、

気温に影響を与える施設等はないことから、環境

影響評価項目として選定しない。 

地象 
地形･地質･

土質 
     

事業計画地は埋立地であり、地形・地質に影響を

及ぼすことはないことから、環境影響評価項目と

して選定しない。 

水象 

河川      
河川やため池の改変はなく、工事の実施、施設の

供用に伴い河川やため池に影響を及ぼす行為や要

因がないことから、環境影響評価項目として選定

しない。 ため池      

地下水      

工事の実施、施設の供用において、地下水に影響

を及ぼす行為や要因がないことから、環境影響評

価項目として選定しない。 

海域      

工事の実施、施設の供用において、周辺の海域水

象に影響を及ぼす行為や要因がないことから、環

境影響評価項目として選定しない。 

○：環境影響評価項目として選定  △：環境影響評価項目（参考）として選定 
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表 5.2-4 環境影響評価項目の選定結果(4/5) 

環境要素 環境影響要因 

選定する理由 

選定しない理由 項目 細区分 

工
事
の
実
施 

施
設
の
存
在 

施
設
の
供
用 

造
成
・
解
体
等
施
工
の
影
響

工
事
用
車
両
の
走
行 

建
設
機
械
の
稼
働 

施
設
の
存
在 

︵
施
設
利
⽤
⾞
両
の
⾛
⾏
等
︶

施
設
の
供
用 

陸域 

生態系 

陸生生物   ○ ○ ○ 事業計画地に隣接して公園（芝生広場等）があり、

これらを生息・生育地とする動植物が存在し、建

設機械の稼働、施設の存在、施設の供用が影響を

及ぼすと考えられることから、環境影響評価項目

として選定する。（選定項目：哺乳類、鳥類、爬

虫類、両生類、昆虫類、植物相、植生） 

水生生物      

陸域 

生態系 
  ○ ○ ○ 

海域 

生態系 

海生生物 △     
民間事業による会場までの船舶輸送が検討されて

おり、船着場の規模や構造によっては工事の実施

により、事業計画地周辺の海域生態系に影響を及

ぼす可能性があることから、環境影響評価項目（参

考）として選定する。 

海域 

生態系 
△     

自然景観 自然景観      

事業計画地周辺は埋立地であり、自然景観の特性

を有していないことから、環境影響評価項目とし

て選定しない。 

人と自然

との触れ

合い活動

の場 

人と自然と

の触れ合い

活動の場 

 ○ ○  ○ 

本事業によって、公園施設の隣接地での建設機械

の稼働、工事用車両の走行、施設の供用（施設利

用車両の走行）により事業計画地周辺の公園施設

の利用やアクセス性に影響を及ぼす可能性がある

ことから、環境影響評価項目として選定する。 

景観 

都市景観      事業計画地は埋立地であり、歴史的・文化的景観

施設が存在しないこと、本事業は平面駐車場の利

用であり眺望の大きな変化は生じないことから、

環境影響評価項目として選定しない。 

歴史的・文

化的景観 
     

文化財 

有形文化財

等 
     事業計画地周辺には文化財等が存在しないため、

環境影響評価項目として選定しない。 
無形文化財      

○：環境影響評価項目として選定  △：環境影響評価項目（参考）として選定 
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表 5.2-5 環境影響評価項目の選定結果(5/5) 

環境要素 環境影響要因 

選定する理由 

選定しない理由 項目 細区分 

工
事
の
実
施 

施
設
の
存
在 

施
設
の
供
用 

造
成
・
解
体
等
施
工
の
影
響

工
事
用
車
両
の
走
行 

建
設
機
械
の
稼
働 

施
設
の
存
在 

︵
施
設
利
⽤
⾞
両
の
⾛
⾏
等
︶

施
設
の
供
用 

地球環境 

地球温暖化  ○ ○  ○ 

建設機械の稼働、工事用車両の走行、施設の供用

（施設利用車両の走行等）に伴う二酸化炭素の排

出があるため、環境影響評価項目として選定する。

オゾン層の

破壊 
     

本事業においてはオゾン層を破壊する物質の排出

が想定されないため、環境影響評価項目として選

定しない。 

廃棄物等 

一般廃棄物      
工事及び解体工事において、構造物撤去等による

産業廃棄物の発生や掘削等に伴う残土の発生が考

えられることから、環境影響評価項目として選定

する。なお、施設の供用（休憩所・待合所の利用）

に伴い、し尿やごみが発生するが、し尿は汲み取

りにより適正に処理し、ごみは利用者への啓発等

により発生抑制、分別収集に努めるとともに、関

係法令に基づき適正に処理するため、環境影響評

価項目として選定しない。 

産業廃棄物 ○     

発生土 ○     

安全 

高圧ガス      許可申請が必要な高圧ガスや危険物の取り扱いが

ないことから、環境影響評価項目として選定しな

い。 危険物等      

交通  ○   ○ 

工事用車両の走行、施設の供用（施設利用車両の

走行）により、周辺交通量の増加が見込まれるこ

とから、環境影響評価項目として選定する。 

○：環境影響評価項目として選定  △：環境影響評価項目（参考）として選定 
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5.3 環境影響評価の調査・予測・評価の方法 

5.3.1 環境影響の調査の方法 

抽出した環境影響評価項目（参考項目含む）について、既存資料の収集・整理・解析及び現地

調査を実施することにより、事業計画地及びその周辺の現況を把握する。 

調査の手法については、既存資料の調査手法を表 5.3-1～表 5.3-2 に、現地調査の調査手法

を表 5.3-3～表 5.3-5、現地調査の位置を図 5.3-1～図 5.3-6 に示す。 

表 5.3-1 既存資料調査の内容(1/2) 

調査項目 調査方法 調査時期
調査地域 

・地点 

調査手法

の 

選定理由 

大
気
質 

窒素酸化物(NOx) 

浮遊粒子状物質

(SPM) 

二酸化硫黄(SO2) 

「大気汚染常時監視測

定結果」(堺市) により

測定データを収集する。

最新の

年度 

一般環境大気

測定局 

・三宝局 

事業計画地周辺の

大気汚染常時監視

測定局の長期観測

結果を把握し、予

測に用いるため。

地上気象 

(風向・風速・日射量、

放射収支量) 

大阪府「大阪府の大気情

報」により風向・風速デ

ータを収集する。日射量

（少林寺局）と放射収支

量（大仙公園局）は堺市

資料よりデータを収集

する。 

最新の

年度 

一般環境大気

測定局等 

・三宝局 

・少林寺局 

・大仙公園局

事業計画地周辺の

大気汚染常時監視

測定局等の長期観

測結果を把握し、

予測に用いるた

め。 

水
質
・
底
質 

生活環境項目 

健康項目 

ダイオキシン類 
「大和川水系の定期水

質調査結果」（国土交通

省）、「公共用水域等水

質調査結果」(堺市)、「ダ

イオキシン類環境調査

結果」(堺市)により、水

質調査結果を収集する。

最新の

年度 

大和川水質調

査地点 

・遠里小野橋 

海域水質調査

地点 

・堺第2区前 

ダイオキシン類

調査地点 

・堺第7-3区沖

事業計画地周辺の

水質の長期観測結

果を把握するた

め。 

流向・流速 「大阪湾水質定点自動

観測データ配信システ

ム」より、堺浜の測定結

果を収集する。 

最新の

年度 

堺浜 事業計画地周辺の

流向・流速を把握

し、予測に用いる

ため。 

騒
音
・
振
動 

土地利用の状況 

騒音の状況 

振動の状況 

住宅地図等から保全対

象施設を調査する。 

「騒音調査結果」（堺市）

等より測定データを収

集する。 

適宜 事業計画地 

周辺 

事業計画地周辺の

保全対象施設や環

境状況を把握し、

予測に用いるた

め。 

土
壌
汚
染 

土壌汚染の状況 「土壌汚染の範囲およ

び土壌汚染状況等を記

載した台帳」（堺市）等

により事業計画地周辺

の土壌汚染状況を調査

する。 

過去～ 

現在 

事業計画地 一定規模以上の土

地の改変を行う場

合、土壌汚染対策

法及び府条例に基

づく資料調査が必

要となるため。 
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表 5.3-2 既存資料調査の内容(2/2) 

調査項目 調査方法 調査時期
調査地域 

・地点 

調査手法の 

選定理由 

光
害 

土地利用の状況 住宅地図等より保全対

象施設の分布状況を把

握する。 

適宜 事業計画地

周辺 

事業計画地周辺の保

全対象を把握し、予

測に用いるため。 

陸
域
生
態
系 

生態系の状況 「自然環境保全基礎調

査」(環境省)等より生

態系の状況を把握す

る。 

適宜 事業計画地

及び周辺 

事業計画地周辺にお

ける生態系の状況を

把握し、予測に用い

るため。 

海
域
生
態
系 

生態系の状況 「干潟環境現況調査結

果抜粋」(大阪府)、「生

物共生型護岸モニタリ

ング調査結果（国土交

通省）」等より生態系

の状況を把握する。 

適宜 事業計画地

周辺 

事業計画地周辺にお

ける生態系の状況を

把握し、予測に用い

るため。 

人
と
自
然
と
の
触
れ

合
い
活
動
の
場 

人と自然との触れ合

い活動の場の分布状

況 

堺市ホームページ（e-

地図帳）等から、事業

計画地周辺の人と自然

との触れ合い活動の場

の分布状況を把握す

る。 

適宜 事業計画地

周辺 

事業計画地周辺にお

ける人と自然との触

れ合い活動の場の分

布状況を把握し、予

測に用いるため。 

廃
棄
物
等 

廃棄物の発生状況、

リサイクル状況 

発生土の再利用及び

処分の状況 

「堺の環境」（堺市）

等により、廃棄物の処

理状況を調査する。 

適宜 事業計画地

周辺 

事業計画地周辺にお

ける廃棄物の処理状

況を把握し、予測に

用いるため。 

安
全
︵
交
通
︶ 

道路等の状況 

交通量の状況 

交通安全施設の状況 

「全国道路・街路交通

情勢調査」（大阪府）

等により、交通の状況

を調査する。 

適宜 事業計画地

周辺 

事業計画地周辺にお

ける交通の状況を把

握し、予測に用いる

ため。 
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表 5.3-3 現地調査の内容(1/3) 

調査項目 調査方法 調査時期
調査地域 

・地点 

調査手法の

選定理由 

水
質 

現地測定項目 

気温、水温、色相、水深、

臭気、透明度、電気伝導

率を現場にて観察 

12回/年

（毎月）

3地点 

3層※1 

事業計画地周

辺の海域にお

ける水質の現

況を把握する

ため。 

生活環境項目(pH、COD、DO、

大腸菌数、n-ヘキサン抽出物

質、全窒素、全燐) 

「水質汚濁に係る環境

基準」等に定める方法

水生生物生息環境項目(全亜

鉛、ノニルフェノール、LAS、

底層溶存酸素量※2) 

3地点2層※2

(海面下１m、

海底面上2m)

その他(浮遊物質量、塩分、ｸ

ﾛﾛﾌｨﾙa、ｱﾝﾓﾆｱ性窒素) 

3地点 

3層※1 

健康項目(27物質) 
2回/年

（夏・冬）

3地点2層 

(海面下１m、

海底面上2m)

ダイオキシン類 

「ダイオキシン類によ

る大気の汚染、水質の汚

濁（水底の底質の汚染を

含む。）及び土壌の汚染

に係る環境基準」に定め

る方法 

1回/年 

（夏） 

3地点 

(海面下１m）

底
質 

現地測定項目 
泥温、色相、臭気、性状、

水深を現場にて観察 

2回/年

（夏・冬）

2地点 

(海底表層)
事業計画地周

辺の海域にお

ける底質の現

況を把握する

ため。 

一般項目(粒度組成、含水率、

強熱減量、化学的酸素要求量、

硫化物、全窒素、全燐、pH、

酸化還元電位、総クロム、n-

ヘキサン抽出物質) 

「底質調査方法」等に定

める方法 

健康項目(アルキル水銀、総水

銀、カドミウム、鉛、砒素、

全シアン、PCB) 

ダイオキシン類 

「ダイオキシン類によ

る大気の汚染、水質の汚

濁（水底の底質の汚染を

含む。）及び土壌の汚染

に係る環境基準」に定め

る方法 

1回/年 

（夏） 

2地点 

(海底表層）

騒
音 

道路交通騒音 
「騒音に係る環境基準に

ついて」に定める調査方

法 2回/年

(平日24h、

休日24h）

3地点 

(走行ルート

沿道) 

事業計画地敷

地境界周辺、

及び施設利用

車両等の通過

が想定される

道路沿道にお

ける、現況の

騒音を把握す

るため。 

環境騒音 

2地点 

(事業計画地

敷地境界)

交通量 
目視観測等による方法

3地点 

(走行ルート

沿道) 車速 

※1 3 層：海面下１m、海面下 2m、海底面上 2m 

※2 底層溶存酸素量は海底面上 1mの 1 層 
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表 5.3-4 現地調査の内容(2/3) 

調査項目 調査方法 
調査 

時期 

調査地域 

・地点 

調査手法の 

選定理由 

振
動 

道路交通振動 

「振動規制法施行規

則」に定める方法 

2回/年 

(平日24h、

休日24h）

3地点 

(走行ルート

沿道) 

事業計画地敷地境界

周辺、及び施設利用車

両等の通過が想定さ

れる道路沿道におけ

る、現況の振動を把握

するため。 
環境振動 

2地点 

(事業計画地

敷地境界) 

地盤卓越振動数 

大型車走行時の振動

の周波数分析による

方法 

1回/年 

(10台 

/地点)

3地点 

(走行ルート

沿道) 

道路交通振動の予測を

行う上で必要な地盤の

状況を把握するため。

光
害 

照明環境の状況 現地踏査 
1回/年 

(夏) 

事業計画地

周辺 

事業計画地周辺にお

ける、現況の照明環境

を把握するため。 

陸
域
生
態
系 

陸
域
動
物 

哺乳類 
フィールドサイン

法・目撃法 

4回/年 

(4季) 

事業計画地内

及びその周囲

200mの範囲 

事業計画地及びその周

辺に生息する陸域動物

を把握し、注目すべき

種及びその生息地の分

布及び特徴を整理する

ため。 

鳥類 

ラインセンサス法(1

ﾙｰﾄ)・任意観察法・

定点観察法(2定点) 

4回/年 

(4季) 

爬虫類・両生類 任意観察 
3回/年 

(春・夏・秋)

昆虫類等（クモ類

含む） 

任意採集法（見つけ

採り・スウィーピン

グ・目撃）・ライト

トラップ法（1地

点）・ベイトトラッ

プ法（2地点） 

3回/年 

(春・夏・秋)

陸
域
植
物 

植物相 踏査による目視観察
3回/年 

(春・夏・秋)
事業計画地内

及びその周囲

200mの範囲 

事業計画地及びその周

辺に生育する陸域植物

を把握し、注目すべき

種及びその生育地の分

布及び特徴を整理する

ため。 
植生 相観による作成 

1回/年 

(秋) 
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表 5.3-5 現地調査の内容(3/3) 

調査項目 調査方法 
調査 

時期 

調査地域 

・地点 

調査手法の 

選定理由 

海
域
生
態
系 

海
域
動
物 

動物プランクトン 
ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ定量ﾈｯﾄを用

いて鉛直曳 

4回/年 

(4季) 

3地点 

(海底面上1m

～海面まで)

事業計画地周辺に生息

する海域動物を把握

し、注目すべき種及び

その生息地の分布及び

特徴を整理するため。

魚卵・稚仔魚 
稚魚ネットを用いて

水平曳 

3地点 

(海面表層) 

底生生物 
グラブ式採泥器を用

いる方法 

3地点 

(海底面表層)

3回/年 

(春・夏・秋)

生物共生型護岸

1地点(3か所)

漁業生物 

底曳網による方法 
4回/年 

(4季) 

2ライン 

(500m以下) 

小型地曳網・タモ網

を用いた幼稚魚等の

定性採取 

1回/年 

(春) 

生物共生型護岸

1地点 

付着生物（動物） 
枠取り法・採集現場

スケッチ(写真) 

3回/年 

(春・夏・秋)

生物共生型護岸

2地点 

(漁礁・緩傾斜)

( 3層※) 

4回/年 

(4季) 

護岸2地点 

(3層※) 

海
域
植
物 

植物プランクトン 
バンドーン型採水器

を用いる方法 

3地点(2層) 

(海面下1m、

海底面上2m) 事業計画地周辺に生育

する海域植物を把握

し、注目すべき種及び

その生育地の分布及び

特徴を整理するため。付着生物（植物） 
枠取り法・採集現場

スケッチ(写真) 

護岸2地点 

(3層※) 

3回/年 

(春・夏・秋)

生物共生型護岸

2地点 

(漁礁・緩傾斜)

( 3層※) 

人
と
自
然
と
の
触

れ
合
い
活
動
の
場

人と自然との触れ

合い活動の場の利

用状況 

現地踏査及び聞き取

り、写真撮影等によ

る方法 

2回/年 

(夏・秋 

[休日]) 

4地点 

事業計画地周辺にお

ける、人と自然との触

れ合い活動の場の利

用状況を把握するた

め。 

安
全 

(

交
通)

交通安全施設の設

置状況 
現地踏査 

1回/年 

(秋) 
走行ルート沿道

事業計画地周辺の交

通安全施設の現況を

把握するため。 

※ 3 層：平均水面、大潮最低低潮面、大潮最低低潮面-1m 
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※現地調査地点は、関係者との調整により変更となる可能性がある。 

図 5.3-1 調査位置図（水質・底質） 

水質・底質調査地点 

水質調査地点 
S=1：25,000

(この地図は国土地理院の「電子地形(タイル)」を使用したものである。)
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※現地調査地点及び主要走行ルートは、関係者との調整や今後の事業計画の検討結果等により変更となる可能性

がある。 

図 5.3-2 調査位置図（騒音・振動） 

道路交通騒音、道路交通振動、交通量、車速、地盤卓越振動数 

一般環境騒音、一般環境振動 
S=1：50,000

(この地図は国土地理院の「電子地形(タイル)」を使用したものである。)

施設利用車両の主要走行ルート（一般道路） 

工事用車両の主要走行ルート（一般道路） 
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※現地調査地点は、関係者との調整により変更となる可能性がある。 

図 5.3-3 調査位置図（光害） 

  

光害の調査範囲 

S=1：25,000

(この地図は国土地理院の「電子地形(タイル)」を使用したものである。)
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※現地調査地点は、関係者との調整により変更となる可能性がある。 

図 5.3-4 調査位置図（陸域生態系） 

  

陸域生態系の調査範囲（事業計画地から 200m の範囲） 

S=1：25,000

鳥類調査ルート 昆虫類ベイトトラップ地点

鳥類調査定点 昆虫類ライトトラップ地点 

(この地図は国土地理院の「電子地形(タイル)」を使用したものである。)
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※現地調査地点は、関係者との調整により変更となる可能性がある。 

図 5.3-5 調査位置図（海域生態系） 

動物プランクトン、植物プランクトン、

魚卵・稚仔魚、底生生物 

付着生物（動物・植物）

漁業生物

S=1：25,000事業計画地 生物共生型護岸

底生生物

付着生物（動物・植物）

漁業生物

(この地図は国土地理院の「電子地形(タイル)」を使用したものである。)
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※現地調査地点は、関係者との調整により変更となる可能性がある。 

図 5.3-6 調査位置図（人と自然との触れ合い活動の場、安全(交通)） 

人と自然との触れ合い活動の場の調査地点 

 安全(交通)の調査地点（事業計画地～大阪臨海線までの沿道） 

J-GREEN 堺海とのふれあい広場 

堺浜自然再生ふれあいビーチ

堺浜一号公園 

S=1：50,000

(この地図は国土地理院の「電子地形(タイル)」を使用したものである。)
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5.3.2 環境影響の予測の方法 

本事業における環境影響の予測の方法は、表 5.3-6～表 5.3-9、図 5.3-7 に示すとおりであ

る。 

表 5.3-6 予測の内容(1/4) 

予測項目 

予測事項 
予測方法 予測時期

予測地域

・地点 

予測手法の 

選定理由 

大
気
質 

工
事
の
実
施 

建 設 機 械

の 稼 働 に

係 る 排 出

ガス 

( 長 期 予

測) 

窒素酸化物の 

年平均値 

大気拡散式（プル

ーム・パフモデ

ル）による計算 

工事期間

中で排出

量が最大

となる時

期 
事業計画地

周辺 

建設機械等排出ガ

スの影響予測に一

般的に用いられて

いる手法であるた

め。 

浮遊粒子状物質

の年平均値 

建 設 機 械

の 稼 働 に

係 る 排 出

ガス 

( 短 期 予

測) 

窒素酸化物の 

1時間値 
工事期間

中で排出

量が最大

となる時

間帯 

浮遊粒子状物質

の1時間値 

工 事 用 車

両 の 走 行

に 係 る 排

出ガス 

窒素酸化物の 

年平均値 

工事用車

両からの

排出量が

最大とな

る時期 

工事用車両

の走行ルー

ト沿道 

3地点 

工事用車両排出ガ

スの影響予測に一

般的に用いられて

いる手法であるた

め。 

浮遊粒子状物質

の年平均値 

施
設
の
供
用 

施 設 利 用

車 両 の 走

行 に 係 る

排出ガス 

窒素酸化物の 

年平均値 

大気拡散式（プル

ーム・パフモデ

ル）による計算 

施設利用

車両等の

台数が最

大となる

時期 

施設利用車

両の走行ル

ート沿道 

3地点 

車両排出ガス等の

予測に一般的に用

いられている方法

であるため。 

浮遊粒子状物質

の年平均値 

施 設 利 用

車 両 の 場

内 走 行 に

係 る 排 出

ガス 

窒素酸化物の 

年平均値 事業計画地

周辺 浮遊粒子状物質

の年平均値 

船舶の航行

等に係る排

出ガス 

窒素酸化物の 

年平均値 

事業計画地

周辺 
浮遊粒子状物質

の年平均値 

二酸化硫黄の 

年平均値 

水
質 

工
事
の
実
施 

造成・解体

等 施 工 に

係 る 水 質

の影響 

浮遊物質量(SS) 現地調査結果及

び対象事業の工

事計画の内容等

を勘案して推定 

工事 

期間中 

事業計画地

周辺の海域

工事計画に即し、確

度の高い予測が可

能な手法であるた

め。 

水素イオン濃度 

(pH) 
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表 5.3-7 予測の内容(2/4) 

予測項目 

予測事項 
予測方法 予測時期

予測地域

・地点 

予測手法の 

選定理由 

騒
音 

工
事
の
実
施 

建 設 機 械

の 稼 働 に

係る騒音 

騒音レベルの 

90％レンジの上

端値 

日本音響学会の

「音の伝搬理論

に基づく予測式」

(ASJ-CN-Model20

07)による計算 

工 事 期 間

中 で 騒 音

負 荷 が 最

大 と な る

時期 

事業計画地

周辺 

2地点 

建設作業騒音の

影響予測に一般

的に用いられて

いる手法である

ため。 

工 事 用 車

両 の 走 行

に 係 る 騒

音 

等価騒音レベル 

日本音響学会の

道路交通騒音の

予 測 モ デ ル

(ASJ-RTN-Model2

018)による計算 

工事用車

両からの

寄与が最

大となる

時期 

工事用車

両の走行

ルート沿

道 3地点 

道路交通騒音の

影響予測に一般

的に用いられて

いる手法である

ため。 

施
設
の
供
用 

施 設 利 用

車 両 の 走

行 に 係 る

騒音 
等価騒音レベル 

日本音響学会の

道路交通騒音の

予 測 モ デ ル

(ASJ-RTN-Model2

018)による計算 

施設利用

車両の台

数が最大

となる時

期 

施設利用

車両の走

行ルート

沿道3地点

道路交通騒音の

影響予測に一般

的に用いられて

いる手法である

ため。 

施 設 利 用

車 両 の 場

内 走 行 に

係る騒音 

事業計画地

周辺 

振
動 

工
事
の
実
施 

建 設 機 械

の 稼 働 に

係る振動 

振動レベルの

80％レンジの上

端値 

建設作業振動の

解析による予測

式を用いて計算 

工事期間

中で振動

負荷が最

大となる

時期 

事業計画地

周辺 

2地点 

建設作業振動の

影響予測に一般

的に用いられて

いる手法である

ため。 

工 事 用 車

両 の 走 行

に 係 る 振

動 

振動レベルの

80％レンジの上

端値 

土木研究所の「振

動レベルの八十

パーセントレン

ジの上端値を予

測するための式」

による計算 

工事用車

両からの

寄与が最

大となる

時期 

工事用車

両の走行

ルート沿

道 3地点 

道路交通振動の

影響予測に一般

的に用いられて

いる手法である

ため。 

施
設
の
供
用 

施 設 利 用

車 両 の 走

行 に 係 る

振動 振動レベルの

80％レンジの

上端値 

土木研究所の「振

動レベルの八十パ

ーセントレンジの

上端値を予測する

ための式」による

計算 

施設利用

車両の台

数が最大

となる時

期 

施設利用車

両の走行ル

ート沿道

3地点 

道路交通振動の

影響予測に一般

的に用いられて

いる手法である

ため。 

施 設 利 用

車 両 の 場

内 走 行 に

係る振動 

事業計画地

周辺 

土
壌
汚
染 

工
事
の
実
施

造成・解体

等 施 工 に

係る影響 

特定有害物質等

の状況 

既存資料調査結

果及び対象事業

の工事計画の内

容等を勘案し推

定 

工事 

期間中 
事業計画地

工事計画に即し、

確度の高い予測

が可能な手法で

あるため。 
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表 5.3-8 予測の内容(3/4) 

予測項目 

予測事項 
予測方法 予測時期

予測地域 

・地点 

予測手法の 

選定理由 

光
害 

施
設
の
供
用 

施 設 の 供

用 に 係 る

影響 

周辺施設への

照明施設の漏

れ光 

照明配置等の事業

計画に基づく定性

予測 

施設の 

供用時 

事業計画地

周辺 

事業計画に即

し、確度の高い

予測が可能な手

法であるため。

陸
域
生
態
系 

工
事
の
実
施 

建 設 機 械

の 稼 働 に

係る影響 

陸生生物 

陸域生態系 

現地調査結果及び

対象事業の工事計

画の内容を勘案し

た定性予測 

工事 

期間中 

事業計画地

周辺 

工事計画に即

し、確度の高い

予測が可能な手

法であるため。

施
設
の
存
在 

施 設 の 存

在 に 係 る

影響 

陸生生物 

陸域生態系 

現地調査結果及び

対象事業の事業計

画の内容を勘案し

た定性予測 

施設の 

存在時 

事業計画地

周辺 

事業計画に即

し、確度の高い

予測が可能な手

法であるため。

施
設
の
供
用 

施 設 の 供

用 に 係 る

影響 

陸生生物 

陸域生態系 

現地調査結果及び

対象事業の事業計

画の内容を勘案し

た定性予測 

施設の 

供用時 

事業計画地

周辺 

事業計画に即

し、確度の高い

予測が可能な手

法であるため。

海
域
生
態
系 

工
事
の
実
施 

造成・解体

等 施 工 に

係る影響 

海生生物 

海域生態系 

現地調査結果及び

対象事業の工事計

画の内容を勘案し

た定性予測 

工事 

期間中 

事業計画地

周辺の海域

工事計画に即

し、確度の高い

予測が可能な手

法であるため。

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場 

工
事
の
実
施 

建 設 機 械

の 稼 働 に

係る影響 

利用環境の変

化の程度 

現在の利用状況及

び対象事業の工事

計画の内容を勘案

した定性予測 

工事 

期間中 

事業計画地

周辺 

利用環境への影

響を把握しやす

い手法であるた

め。 

工 事 用 車

両 の 走 行

に 係 る 影

響 

利用環境の変

化の程度 

現在の利用状況及

び工事用車両の走

行ルートを勘案し

た定性予測 

工事 

期間中 

事業計画地

周辺 

アクセス上の影

響を把握しやす

い手法であるた

め。 

施
設
の
供
用 

施 設 利 用

車 両 の 走

行 に 係 る

影響 

利用環境の変

化の程度 

現在の利用状況及

び施設利用車両の

走行ルートを勘案

した定性予測 

施設利用

車両の台

数が最大

となる時

期 

事業計画地

周辺 

アクセス上の影

響を把握しやす

い手法であるた

め。 
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表 5.3-9 予測の内容(4/4) 

予測項目 

予測事項 
予測方法 

予測

時期 

予測地域

・地点 

予測手法の 

選定理由 

地
球
環
境 

工
事
の
実
施 

建設機械の

稼働に係る

二酸化炭素 

二酸化炭素排出

量 対象事業の工事計

画の内容、及び排

出抑制対策等の状

況を勘案した原単

位による算出 

工事 

期間中
事業計画地

工事計画に即し、

確度の高い予測

が可能な手法で

あるため。 

工事用車両

の走行に係

る二酸化炭

素 

二酸化炭素排出

量 

工事 

期間中 

工事用車

両の走行

ルート 

工事計画に即し、

確度の高い予測

が可能な手法で

あるため。 

施
設
の
供
用 

施設利用車

両の走行等

に係る二酸

化炭素 

二酸化炭素排出

量 

対象事業の事業計

画の内容、及び排

出抑制対策等の状

況を勘案した原単

位による算出 

施設利用

車両等の

台数が最

大となる

時期 

施設利用

車両の走

行ルート

等 

事業計画に即し、

確度の高い予測

が可能な手法で

あるため。 

廃
棄
物
等 

工
事
の
実
施 

造成・解体

等施工に係

る廃棄物 

廃棄物、発生土

の種類及び発生

量等 

対象事業の工事計

画の内容、再生利

用等の状況を勘案

し、原単位による

算出 

工事 

期間中
事業計画地

工事計画に即し、

確度の高い予測

が可能な手法で

あるため。 

安
全
︵
交
通
︶ 

工
事
の
実
施 

工事用車両

の走行に係

る交通安全

への影響 

交通安全への影

響の程度 

工事用車両による

交通量の増加、交

通安全施設等の状

況を勘案した定性

予測 

工事 

期間中

事業計画地

周辺 

工事計画に即し、

確度の高い予測

が可能な手法で

あるため。 

施
設
の
供
用 

施設利用車

両の走行に

係る交通安

全への影響 

交通安全への影

響の程度 

施設利用車両によ

る交通量の増加、

交通安全施設等の

状況を勘案した定

性予測 

施設利用

車両の台

数が最大

となる時

期 

事業計画地

周辺 

事業計画に即し、

確度の高い予測

が可能な手法で

あるため 
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※予測地点及び主要走行ルートは、今後の事業計画の検討結果等により変更となる可能性がある。 

図 5.3-7 予測位置図（大気質・騒音・振動） 

建設機械の稼働に係る騒音・振動の予測地点 

工事用車両の走行に係る大気質・騒音・振動の予測地点 及び 

施設利用車両の走行に係る大気質・騒音・振動の予測地点 

S=1：50,000

(この地図は国土地理院の「電子地形(タイル)」を使用したものである。)

施設利用車両の主要走行ルート（一般道路） 

事業計画地 

工事用車両の主要走行ルート（一般道路） 
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5.3.3 環境影響の評価の方法 

本事業における環境影響の評価の方法は、表 5.3-10～表 5.3-13 に示すとおりである。 

 

表 5.3-10 評価の方法(1/4) 

評価項目・評価事項 評価の観点 整合を図るべき基準等 

大
気
質 

工
事
の
実
施 

建設機械の
稼働に係る
排出ガス 

(長期予測) 

二酸化窒素の 

年平均値及び 

日平均値の年間98％値 

・環境への影響を最小
限にとどめるよう環
境保全について配慮
されていること 

・環境基本計画等、国、
大阪府又は堺市が定
める環境に関する計
画又は方針に定める
目標の達成と維持に
支障を及ぼさないこ
と 

＜環境基準※＞ 

・二酸化窒素の日平均値の
年 間 98 ％ 値 が 0.04 ～
0.06ppm又はそれ以下 

・浮遊粒子状物質の日平均
値 の 2 ％ 除 外 値 が
0.10mg/m3以下 

浮遊粒子状物質の 

年平均値及び 

日平均値の2％除外値 

建設機械の
稼働に係る
排出ガス 

(短期予測) 

二酸化窒素の 

1時間値 

＜中央公害対策審議会答申
による短期暴露の指針値＞

・二酸化窒素の1時間値が
0.1～0.2ppm以下 

＜環境基準※＞ 

・浮遊粒子状物質の1時間
値が0.20mg/m3以下 

浮遊粒子状物質の 

1時間値 

工事用車両
の走行に係
る排出ガス 

二酸化窒素の 

年平均値及び 

日平均値の年間98％値 

＜環境基準※＞ 

・二酸化窒素の日平均値の
年 間 98 ％ 値 が 0.04 ～
0.06ppm又はそれ以下 

・浮遊粒子状物質の日平均
値の2％除外値が
0.10mg/m3以下 

・二酸化硫黄の日平均値の
2％除外値が0.04ppm 以
下 

浮遊粒子状物質の 

年平均値及び 

日平均値の2％除外値 

施
設
の
供
用 

施設利用車両
の走行に係る
排出ガス 

二酸化窒素の 

年平均値及び 

日平均値の年間98％値 

浮遊粒子状物質の 

年平均値及び 

日平均値の2％除外値 

施設利用車
両の場内走
行に係る排
出ガス 

二酸化窒素の 

年平均値及び 

日平均値の年間98％値 

浮遊粒子状物質の 

年平均値及び 

日平均値の2％除外値 

船舶の航行等
に係る排出ガ
ス 

二酸化窒素の 

年平均値及び 

日平均値の年間98％値 

浮遊粒子状物質の 

年平均値及び 

日平均値の2％除外値 

二酸化硫黄の 

年平均値及び 

日平均値の2％除外値 
※ 予測評価地点に対して、用途地域の関係等から環境基準又は要請限度等の基準が適用されない場合について

は、土地利用の動向等を勘案し、評価を行う。 
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表 5.3-11 評価の方法(2/4) 

評価項目・評価事項 評価の観点 整合を図るべき基準等 

水
質 

工
事
の
実
施 

造成・解体等施
工に係る水質
の影響 

浮遊物質量(SS) 

・環境への影響を最小限にと

どめるよう環境保全につい

て配慮されていること 

・環境基本計画等、国、大阪

府又は堺市が定める環境に

関する計画又は方針に定め

る目標の達成と維持に支障

を及ぼさないこと 

・（公社）日本水産資源保護
協会「水産用水基準（2018
年版）」に定める水産用水基
準に適合するものであるこ
と 

＜（公社）日本水産資源
保護協会「水産用水基準
（2018年版）」による海
域の水産用水基準＞ 

・懸濁物質(SS) 

人為的に加えられる懸

濁物質は2mg/L以下 

水素イオン濃度 

(pH) 

＜（公社）日本水産資源
保護協会「水産用水基準
（2018年版）」による海
域の水産用水基準＞ 

・水素イオン濃度(pH) 

7.8～8.4 

騒
音 

工
事
の
実
施 

建設機械の稼
働に係る騒音

騒音レベルの 

90％レンジの上端
値 

・環境への影響を最小限にと
どめるよう環境保全につい
て配慮されていること 

・環境基本計画等、国、大阪
府又は堺市が定める環境に
関する計画又は方針に定め
る目標の達成と維持に支障
を及ぼさないこと 

・騒音規制法に定める規制
基準に適合するものである
こと 

＜騒音規制法に定められ
た特定建設作業に伴う騒
音の規制基準※＞ 

・85dB 

工事用車両の
走行に係る騒
音 

等価騒音レベル 

＜環境基準※＞ 

・B・C地域(道路に面する
地域) 

昼間:65dB以下 

  夜間:60dB以下 

・B・C地域(幹線交通を担
う道路に近接する空間)

   昼間:70dB以下 

   夜間:65dB以下 

施
設
の
供
用 

施設利用車両
の走行に係る
騒音 

等価騒音レベル 

施設利用車両
の場内走行に
係る騒音 

等価騒音レベル 

振
動 

工
事
の
実
施 

建設機械の稼
働に係る振動

振動レベルの80％
レンジの上端値 ・環境への影響を最小限にと

どめるよう環境保全につい
て配慮されていること 

・環境基本計画等、国、大阪
府又は堺市が定める環境に
関する計画又は方針に定め
る目標の達成と維持に支障
を及ぼさないこと 

・振動規制法に定める規制基
準に適合するものであるこ
と 

＜振動規制法に定められ
た特定建設作業に伴う振
動の規制基準※＞ 

・75dB 

工事用車両の
走行に係る振
動 

振動レベルの80％
レンジの上端値 

＜振動規制法に定められ
た道路交通振動の要請限
度※＞ 

・第1種区域 

   昼間:65dB以下 

   夜間:60dB以下 

・第2種区域 

   昼間:70dB以下 

   夜間:65dB以下 

施
設
の
供
用 

施設利用車両
の走行に係る
振動 

振動レベルの80％
レンジの上端値 

施設利用車両
の場内走行に
係る振動 

振動レベルの80％
レンジの上端値 

※ 予測評価地点に対して、用途地域の関係等から環境基準又は要請限度等の基準が適用されない場合について

は、土地利用の動向等を勘案し、評価を行う。  
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表 5.3-12 評価の方法(3/4) 

評価項目・評価事項 評価の観点 整合を図るべき基準等

土
壌
汚
染 

工
事
の
実
施 

造成・解体等
施工に係る影
響 

特定有害物質の状
況 

・環境への影響を最小限にとど
めるよう環境保全について配慮
されていること 

・環境基本計画等、国、大阪府
又は堺市が定める環境に関する
計画又は方針に定める目標の達
成と維持に支障を及ぼさないこ
と 

・土壌汚染対策法及び大阪府生
活環境の保全等に関する条例に
定める規制基準に適合すること

― 

光
害 

施
設
の
供
用 

施設の供用に
よる影響 

周辺施設への照明
施設の漏れ光 

・環境への影響を最小限にとど
めるよう環境保全について配慮
されていること 

・光害対策ガイドライン（環境
省）に沿っていること 

― 

陸
域
生
態
系 

工
事
の
実
施 

建設機械の稼

働に係る影響

陸生生物 

陸域生態系 

・環境への影響を最小限にとど

めるよう環境保全について配慮

されていること 

・環境基本計画等及び自然環境

の保全と回復に関する基本方針

等、国、大阪府及び堺市が定め

る環境に関する計画又は方針に

定める目標の達成と維持に支障

を及ぼさないこと 

・鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律、水産

資源保護法及び絶滅のおそれの

ある野生動植物の種の保存に関

する法律に定める地域指定及び

基準等に適合するものであるこ

と 

― 
施
設
の
存
在 

施設の存在に

よる影響 

陸生生物 

陸域生態系 

施
設
の
供
用

施設の供用に

よる影響 

陸生生物 

陸域生態系 

海
域
生
態
系 

工
事
の
実
施 

造成・解体等

施工による影

響 

海生生物 

海域生態系 

・環境への影響を最小限にとど

めるよう環境保全について配慮

されていること 

・環境基本計画等及び自然環境

の保全と回復に関する基本方針

等、国、大阪府又は堺市が定め

る環境に関する計画又は方針に

定める目標の達成と維持に支障

を及ぼさないこと 

・水産資源保護法に定める基準

等に適合するものであること 

― 
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表 5.3-13 評価の方法(4/4) 

評価項目・評価事項 評価の観点 整合を図るべき基準等

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場 

工
事
の
実
施 

建設機械の稼

働に係る影響

利用環境の変

化の程度 

・人と自然との触れ合い活動の場の

保全と整備について十分な配慮が

なされていること 

・環境基本計画等及び自然環境の保

全と回復に関する基本方針等、国、

大阪府又は堺市が定める環境に関

する計画又は方針に定める目標の

達成と維持に支障を及ぼさないこ

と 

― 

工事用車両の

走行に係る影

響 

利用環境の変

化の程度 

施
設
の
供
用 

施設利用車両

の走行に係る

影響 

利用環境の変

化の程度 

地
球
環
境 

工
事
の
実
施 

建設機械の稼

働に係る二酸

化炭素 

二酸化炭素排

出量 

・環境への影響を最小限にとどめる

よう環境保全について配慮されて

いること 

・環境基本計画等、国、大阪府又は

堺市が定める環境に関する計画又

は方針に定める目標の達成と維持

に支障を及ぼさないこと 
― 

工事用車両の

走行に係る二

酸化炭素 

二酸化炭素排

出量 

施
設
の
供
用 

施設利用車両

の走行等に係

る二酸化炭素

二酸化炭素排

出量 

廃
棄
物
等 

工
事
の
実
施 

造成・解体等

施工に係る廃

棄物 

廃棄物、発生

土の種類及び

発生量等 

・環境への影響を最小限にとどめる

よう環境保全について配慮されて

いること 

・環境基本計画等、国、大阪府、堺

市又は関係行政機関が定める環境

に関する計画又は方針に定める目

標の達成と維持に支障を及ぼさな

いこと 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法

律に定める基準等に適合するもの

であること 

― 

安
全
︵
交
通
︶ 

工
事
の
実
施

工事用車両の

走行に係る交

通安全への影

響 

交通安全への

影響の程度 

・環境への影響を最小限にとどめる

よう環境保全について配慮されて

いること 

・評価項目ごとに地域特性を勘案

し、事業計画地及びその周辺におけ

る交通安全が確保されること 

― 
施
設
の
供
用

施設利用車両

の走行に係る

交通安全への

影響 

交通安全への

影響の程度 

 


